
サステナブルファイナンス有識者会議報告書（概要）
－持続可能な社会を支える金融システムの構築－

第１章 総論

サステナブルファイナンスは、持
続可能な経済社会システムを
支えるインフラ。民間セクター
が主体的に取り組むとともに、
政策的にも推進すべき。

ESG要素を考慮することは、受
託者責任を果たす上で望まし
い対応。

インパクトファイナンスの普及・
実践に向け、多様なアイディア
を実装していくことが望ましい。

タクソノミーに関する国際的議
論への参画、トランジション・
ファイナンスの推進（分野別
ロードマップの策定等）が重要。

（2021年6月●日公表）

第２章 企業開示の充実

投資家・金融機関との建設的な対話に資する、サステナビリティ情報に関する適切な企業開示のあり方につい
て幅広く検討を行うことが適当。

比較可能で整合性のとれたサステナビリティ報告基準の策定に向け、日本として、IFRS財団における基準策定
に積極的に参画すべき。

コーポレートガバナンス・コードの改訂（2021年6月）を踏まえTCFD等に基づく気候変動開示の質と量の充実
を促すと共に、国際的な動向を注視しながら検討を継続的に進めていくことが重要。

第４章 金融機関の投融資先支援とリスク管理

金融機関が、サステナビリティに関する機会とリスクの視点をビジネス戦略やリスク管理に織り込み、実体経済の
移行を支えることが重要。

投融資先の気候変動対応支援のため、ノウハウの蓄積やスキルの向上、分析ツールの開発等を進めることが重
要。

金融庁において、金融機関とシナリオ分析の活用について議論を進めるなど、気候変動リスク管理態勢の構築を
促すことが適当（上記の投融資先支援に加え、気候変動リスク管理に係る監督上のガイダンスを策定）。

第３章 市場機能の発揮

「グリーン国際金融センター」の実現により、世界・アジアにおける持続可能な社会の構築に向けた投融資の活
性化に貢献。市場の主要プレイヤーが、期待される役割を適切に果たすことが必要。

ESG投資の積極的な推進やエンゲージメントに向けたコミットメントを強化することが重要。また、脱炭素化支
援を目的とする国際的な取組みに参画し、情報収集や能力向上に努めるべき。

ESG関連投資信託の組成や販売に当たって商品特性を顧客に丁寧に説明するとともに、その後の選定銘柄
の状況を継続的に説明すべき。金融庁において、資産運用業者等に対するモニタリングを進めることが重要。

金融庁において、ESG評価・データ提供機関に期待される行動規範のあり方等について、議論を進めることを期
待。

諸外国における取引所の取組み例を踏まえ、グリーンボンド等に関する実務上有益な情報が得られる環境整備
や、ESG関連債の適格性を客観的に認証する枠組みの構築を期待。
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